
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビデオ信号とオーディオ信号とを含む 波信号を受信する
アンテナと、

前記アンテナで受信した前記 波信号から、ユーザの選局操作
に応じて指定されたチャンネルの 波信号を選局するチューナ部と、

前記チューナ部からの中間周波信号を検波してビデオ信号とオー
ディオ信号を復調する検波回路と、

前記検波回路からのビデオ信号に対して所定の信号処理を行うビ
デオ信号処理回路と、

前記検波回路からのオーディオ信号に対して所定の信号処理を行
うオーディオ信号処理回路と、
前記ビデオ信号処理回路からのビデオ信号の供給を受けて、当該ビデオ信号に応じた画像
を表示する

と、
前記オーディオ信号処理回路からのオーディオ信号の供給を受けて、当該オーディオ信号
に応じた音声を放音するスピーカ

と、
遠隔操作可能な電子機器

を選択するための複数の領域からなる機器選択用画像の表示用信号を形成する第１
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放送 ために筐体に取り付けられた

前記筐体内に設けられ、 放送
放送

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

比較的に小型のＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）であって、その表示画面が
外部に臨むように前記筐体に取り付けられたＬＣＤ

であって、その放音部が外部に臨むように前記筐体に取
り付けられたスピーカ
前記筐体内に設けられ、複数の の中から遠隔操作の対象となる電
子機器



の表示信号形成手段と、

前記ビデオ信
号処理回路からのビデオ信号による画像に、前記第１の表示信号形成手段からの前記機器
選択用の表示用信号による画像を重畳 第１の重畳手段と、
前記 の表示画面の前面に設けられたタッチセンサシートと、
前記タッチセンサシートの前記機器選択用の複数の領域中のどの領域がユーザにより触れ
られたかを検出し、これをユーザからの機器選択指示として受け付ける機器選択指示入力
手段と、

前記機器選択指示入力手段を介して機器選択指示を受け付けた場
合に、前記機器選択指示に応じた電子機器の複数の機能のそれぞれを選択できるようにす
るための複数の領域からなる遠隔操作用画像の表示用信号を形成する第２の表示信号形成
手段と、

前記ビデオ信号処理回路からのビデオ信号による画像に、前記機
器選択用の表示用信号による画像に代えて、前記第２の表示信号形成手段からの前記遠隔
操作用画像の前記表示用信号による画像を重畳するようにする第２の重畳手段と、
前記タッチセンサシートの前記遠隔操作用の複数の領域中のどの領域がユーザにより触れ
られたかを検出し、これをユーザからの遠隔操作指示として受け付ける遠隔操作指示入力
手段と、

前記遠隔操作指示入力手段を介して入力された前記遠隔操作指
示に応じて、選択された電子機器に対する遠隔操作信号を形成し、これを送信する遠隔操
作信号送信手段と、

少なくとも前記各部分に対して電池から動作電力を供給する電
源回路と
を備え

携帯用テレビ受信機。
【請求項２】
請求項１に記載の携帯用テレビ受信機であって、
自機に対する操作を受け付ける自機操作モードへの切り換えを行うための

と、
自機に対する操作入力を受け付けるための複数の領域からなる自操作用画像の表示用信号
を形成する第３の表示信号形成手段と、
前記ビデオ信号処理回路からのビデオ信号による画像に、前記第３の表示信号形成手段か
らの前記自操作用の表示用信号による画像を重畳するようにする第３の重畳手段と、
前記タッチセンサシートの前記自操作用の複数の領域中のどの領域がユーザにより触れら
れたかを検出し、これをユーザからの自操作指示として受け付ける自操作指示入力手段と
、
前記自操作指示入力手段を介して入力された前記自操作指示に応じて、自機の機能を制御
する自機制御手段と
を備え、
前記 により自機操作モードとされたときには、前記第３の表示信号
形成手段と、前記第３の重畳手段と、前記自操作指示入力手段と、前記自機制御手段とを
制御して携帯用テレビ受信機として機能するようにするモード切換制御手段と
を備える携帯用テレビ受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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前記機器選択用画像の表示を指示するための前記筐体の表面に設けられた遠隔操作モード
スイッチと、
前記筐体内に設けられ、前記遠隔操作モードスイッチが操作されたときに、

して前記ＬＣＤに供給する
ＬＣＤ

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

前記筐体ないに設けられ、

前記筐体ないに設けられ、

ており、
携帯用テレビ受信機として単体で使用できると共に、前記遠隔操作モードスイッチと前記
タッチセンサシートを順次操作することにより前記複数の電子機器に対する遠隔操作装置
としても使用できるようにした

自操作モードス
イッチ

自操作モードスイッチ



この発明は、例えば、テレビ受信機、ビデオテープレコーダ、ビデオカメラなどの各種の
電子機器に対して遠隔操作を行なうことができる に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、携帯用画像表示装置として、表示画面に例えばＬＣＤ（液晶ディスプレイ）を
用いるなどして、小型化、軽量化された、いわゆる携帯用テレビ受信機が広く提供されて
いる。この携帯用テレビ受信機の電源としては、乾電池などの１次電池や充電式の２次電
池が用いられている。
【０００３】
このため、携帯用テレビ受信機は、野外など電源の確保が難しい場所などでの使用に適し
ており、家庭内だけでなく、外出先などでのテレビ放送番組の視聴を可能にしている。
【０００４】
また、携帯用テレビ受信機は、ビデオカメラに接続して、そのモニタ装置としても利用す
ることができるようにされている。このため、携帯性に優れていることもあり、野外での
ビデオ撮影時のモニタとしても利用することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、現状では、携帯用テレビ受信機は、前述したように、野外などでの利用度が高
く、家庭内での利用度は低いと考えられる。すなわち、通常、各家庭には、固定的に置か
れて使用される画面が大きなテレビ受信機が設置されている。このため、家庭内において
、あえて携帯用テレビ受信機を使用する必要性が少ないと考えられる。
【０００６】
したがって、家庭内においては、携帯用テレビ受信機が有効に活用されることが少なく、
携帯用テレビ受信機を所持していても、家庭内においては無駄なものとなっている場合が
少なくないと考えられる。
【０００７】
一方、家庭内においては、テレビ受信機やビデオテープレコーダ、各種オーディオ機器な
ど、様々な電子機器が利用され、これら電子機器は、遠隔操作が可能なようにされたもの
が多い。すなわち、各電子機器ごとに、いわゆる遠隔操作装置が存在する。
【０００８】
このため、ユーザは、使用する電子機器に応じて、その電子機器に対応する遠隔操作装置
を使用する。しかし、電子機器ごとに、異なる遠隔操作装置を用いることは、非常に不便
であるため、複数の電子機器の遠隔操作が可能な、いわゆる学習機能付きの遠隔操作装置
が提供されるようになった。
【０００９】
ところが、この学習機能付き遠隔操作装置は、使用方法が一般のユーザにとって難解な部
分がある場合があり、手軽に使用することができない場合がある。
【００１０】
このため、このような学習機能付き遠隔操作装置に液晶ディスプレイを設けて、操作情報
などを表示するようにすることも考えられるが、遠隔操作装置としては大きくなりすぎて
しまいがちである。
【００１１】
この発明は、以上のように 家庭内での活用範囲の拡大と、複数の電
子機器の遠隔操作が可能で、かつ操作が非常に簡単な遠隔操作装置とを実現し、オーディ
オ・ビジュアルシステムの核となる を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、この発明に は、
ビデオ信号とオーディオ信号とを含む 波信号を受信する
アンテナと、

10

20

30

40

50

(3) JP 3627770 B2 2005.3.9

携帯用テレビ受信機

携帯用テレビ受信機の

携帯用テレビ受信機

よる携帯用テレビ受信機
放送 ために筐体に取り付けられた



前記アンテナで受信した前記 波信号から、ユーザの選局操作
に応じて指定されたチャンネルの 波信号を選局するチューナ部と、

前記チューナ部からの中間周波信号を検波してビデオ信号とオー
ディオ信号を復調する検波回路と、

前記検波回路からのビデオ信号に対して所定の信号処理を行うビ
デオ信号処理回路と、

前記検波回路からのオーディオ信号に対して所定の信号処理を行
うオーディオ信号処理回路と、
前記ビデオ信号処理回路からのビデオ信号の供給を受けて、当該ビデオ信号に応じた画像
を表示する

と、
前記オーディオ信号処理回路からのオーディオ信号の供給を受けて、当該オーディオ信号
に応じた音声を放音するスピーカ

と、
遠隔操作可能な電子機器

を選択するための複数の領域からなる機器選択用画像の表示用信号を形成する第１
の表示信号形成手段と、

前記ビデオ信
号処理回路からのビデオ信号による画像に、前記第１の表示信号形成手段からの前記機器
選択用の表示用信号による画像を重畳 第１の重畳手段と、
前記 の表示画面の前面に設けられたタッチセンサシートと、
前記タッチセンサシートの前記機器選択用の複数の領域中のどの領域がユーザにより触れ
られたかを検出し、これをユーザからの機器選択指示として受け付ける機器選択指示入力
手段と、

前記機器選択指示入力手段を介して機器選択指示を受け付けた場
合に、前記機器選択指示に応じた電子機器の複数の機能のそれぞれを選択できるようにす
るための複数の領域からなる遠隔操作用画像の表示用信号を形成する第２の表示信号形成
手段と、

前記ビデオ信号処理回路からのビデオ信号による画像に、前記機
器選択用の表示用信号による画像に代えて、前記第２の表示信号形成手段からの前記遠隔
操作用画像の前記表示用信号による画像を重畳するようにする第２の重畳手段と、
前記タッチセンサシートの前記遠隔操作用の複数の領域中のどの領域がユーザにより触れ
られたかを検出し、これをユーザからの遠隔操作指示として受け付ける遠隔操作指示入力
手段と、

前記遠隔操作指示入力手段を介して入力された前記遠隔操作指
示に応じて、選択された電子機器に対する遠隔操作信号を形成し、これを送信する遠隔操
作信号送信手段と、

少なくとも前記各部分に対して電池から動作電力を供給する電
源回路と
を備え

ことを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながら、 一つの実施の形態について説
明する。図１は、この実施の形態の携帯用テレビ受信機を説明するためのブロック図であ
り、図２は、この携帯用テレビ受信機の外観を示す図である。この携帯用テレビ受信機は
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前記筐体内に設けられ、 放送
放送

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

比較的に小型のＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）であって、その表示画面が
外部に臨むように前記筐体に取り付けられたＬＣＤ

であって、その放音部が外部に臨むように前記筐体に取
り付けられたスピーカ
前記筐体内に設けられ、複数の の中から遠隔操作の対象となる電
子機器

前記機器選択用画像の表示を指示するための前記筐体の表面に設けられた遠隔操作モード
スイッチと、
前記筐体内に設けられ、前記遠隔操作モードスイッチが操作されたときに、

して前記ＬＣＤに供給する
ＬＣＤ

前記筐体内に設けられ、

前記筐体内に設けられ、

前記筐体ないに設けられ、

前記筐体ないに設けられ、

ており、
携帯用テレビ受信機として単体で使用できると共に、前記遠隔操作モードスイッチと前記
タッチセンサシートを順次操作することにより前記複数の電子機器に対する遠隔操作装置
としても使用できるようにした

この発明の携帯用テレビ受信機の



、画面のサイズが数インチ、例えば２インチ程度のカラー液晶ディスプレイを用いた携帯
用テレビ受信機である。
【００１４】
この実施の形態の携帯用テレビ受信機は、アンテナ１、チューナ部２、中間周波増幅およ
び検波回路３、スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２，ビデオ信号処理回路４、重畳表示処理回路
５、ＬＣＤ６、オーディオ信号処理回路７、スピーカ８、例えばビデオテープレコーダ（
以下、ＶＴＲと略称する）などの外部機器からのビデオ信号の入力端子ＶＤ、外部機器か
らのオーディオ信号の入力端子ＡＵ、例えばＶＴＲのテープカウンタの値などのデータ入
力を受け付ける入力端子ＤＴ、ビデオＲＡＭ９、ディスプレイコントローラ１０、ボタン
スイッチＲＭ、ＦＮＣ、ＰＷ、リモコン信号送信部１１、タッチセンサシート１２、電源
回路１４、ＬＥＤ（発光ダイオード）１５を備えるとともに、マイクロコンピュータによ
って構成された制御回路１００を備えている。
【００１５】
なお、この実施の形態の携帯用テレビ受信機は、後述の図２に示すように、オーディオ用
として２チャンネルの入力端子Ａｕ（Ｌ）、Ａｕ（Ｒ）を備え、オーディオ信号は２チャ
ンネルステレオ信号の再生が可能であるが、図１では、説明の簡単のため、１チャンネル
として示し、例えばオーディオ入力端子は１つの端子Ａｕとして示している。
【００１６】
チューナ部２は、アンテナ１で受信した信号から、ユーザの選局操作により指定された放
送チャンネルの信号を選局し、選局した放送波信号を中間周波信号に変換する。チューナ
部２からの中間周波信号は、中間周波増幅および検波回路３に供給される。
【００１７】
中間周波増幅および検波回路３は、中間周波信号を増幅するとともに、検波処理を行なっ
て、ビデオ信号とオーディオ信号を復調する。復調されたビデオ信号は、スイッチ回路Ｓ
Ｗ１の一方の入力端ＴＶに供給され、復調されたオーディオ信号は、スイッチ回路ＳＷ２
の一方の入力端ＴＶに供給される。
【００１８】
そして、スイッチ回路ＳＷ１の他方の入力端ＶＴには、ＶＴＲなどの外部機器からのビデ
オ信号が入力端子ＶＤを介して供給される。また、スイッチ回路ＳＷ２の他方の入力端Ｖ
Ｔには、ＶＴＲなどの外部機器からのオーディオ信号が入力端子ＡＵを介して供給される
。
【００１９】
スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２はチューナ部２からの信号を出力するか、外部機器からの信
号を出力するかの切り換え回路である。スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２は、制御回路１００
からの切り換え制御信号によって、切り換えられる。スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２に対す
る切り換え制御信号は共通である。
【００２０】
そして、スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２は、ユーザがテレビ放送番組を視聴する場合には、
入力端ＴＶ側に切り換えられ、ＶＴＲなどの外部機器からの映像、音声を視聴する場合に
は、入力端ＶＴ側に切り換えられる。スイッチ回路ＳＷ１からのビデオ信号は、ビデオ信
号処理回路４に供給される。スイッチ回路ＳＷ２からのオーディオ信号は、オーディオ信
号処理回路７に供給される。
【００２１】
ビデオ信号処理回路４は、例えばビデオ信号用のＤＳＰ（デジタル・シグナル・プロセッ
サ）からなり、制御回路１００から、このビデオ信号処理回路４に供給される画質調整用
データに応じて、再生画像に対して、例えば、ブライトネス（明るさ）、コントラスト（
濃淡）などの画質を調整する処理を行なう。このビデオ信号処理回路４からのビデオ信号
は、重畳表示処理回路５に供給される。
【００２２】
重畳表示処理回路５は、ビデオ信号処理回路４からのビデオ信号と、後述する文字、図形

10

20

30

40

50

(5) JP 3627770 B2 2005.3.9



などを画面に例えばスーパーインポーズにより重畳する処理を行なう。重畳表示処理回路
５においての処理は、制御回路１００の制御に応じて、適宜行なわれる。重畳すべき信号
は、後述するように制御回路１００の制御に従って発生するものである。
【００２３】
重畳表示処理回路５からのビデオ信号は、この携帯用テレビ受信機においては、ＬＣＤ６
に供給され、このＬＣＤ６の画面に、選局したテレビ放送番組の画像や入力端子ＶＤを介
して供給されたＶＴＲなどの外部機器からのビデオ信号による画像がカラー表示される。
【００２４】
オーディオ信号処理回路７は、スイッチ回路ＳＷ２からのオーディオ信号について、再生
音声の音量、音質の調整などを行なう。このオーディオ信号処理回路７は、例えばオーデ
ィオ信号用のＤＳＰからなり、制御回路１００からの再生音声調整用データに応じて音量
、音質の調整を行なう。このオーディオ信号処理回路７からのオーディオ信号はスピーカ
８に供給され、再生音声が放音される。
【００２５】
次に、制御回路１００について説明する。制御回路１００は、前述したように、マイクロ
コンピュータを備える構成となっており、システムバス１０２に対して、ＣＰＵ１０１と
、ＲＯＭ１０３と、ＤＲＡＭ１０４と、ＳＲＡＭ１０５とが接続されている。また、シス
テムバス１０２に対して、Ｉ／Ｏポート１１１～１１６、１１９が接続され、種々の信号
が入出力されるとともに、インターフェース１１７と１１８とが接続されている。
【００２６】
そして、制御回路１００は、チューナ部２に対しては、Ｉ／Ｏポート１１１を介して選局
制御信号を供給し、スイッチ回路ＳＷ１、ＳＷ２に対しては、Ｉ／Ｏポート１１３を介し
て切り換え制御信号を供給する。
【００２７】
また、制御回路１００は、ビデオ信号処理回路４に対しては、Ｉ／Ｏポート１１４を介し
て、前述した画質調整用データを供給し、オーディオ信号処理回路７に対しては、Ｉ／Ｏ
ポート１１４を介して、音量、音質などの再生音声調整用データを供給する。
【００２８】
制御回路１００は、重畳表示処理回路５に対しては、Ｉ／Ｏポート１１５を介して、重畳
表示を行なうか否かを制御する制御信号を供給する。重畳表示処理回路５での重畳表示の
例としては、チャンネル切り換え時に何チャンネルに切り替わったかをチャンネル番号で
示す表示や、現在の受信チャンネルの表示、音量がどの程度大きくなったかをバー表示で
知らせる場合の表示の他、後述するような、この携帯用テレビ受信機の遠隔操作機能を用
いて、離れた場所にある、例えばＶＴＲやテレビ受信機などの電子機器を遠隔制御するた
めに用いられる、いわゆるタッチパネルとしての画像の表示などが挙げられる。
【００２９】
この重畳表示のため、システムバス１０２に対しては、ビデオＲＡＭ９が接続され、ビデ
オＲＡＭ９には、ディスプレイコントローラ１０が接続されている。
【００３０】
ビデオＲＡＭ９は、ＲＯＭ１０３に記録されているキャラクタ情報を用いて、制御回路１
００で形成された文字情報や記号情報を一旦蓄える。
【００３１】
ディスプレイコントローラ１０は、ＣＰＵ１０１のプログラム制御に従って、ビデオＲＡ
Ｍ９に蓄えられた情報を読み出して、それを画面への重畳表示用として重畳表示処理回路
５に供給する。
【００３２】
この場合、ＲＯＭ１０３には、重畳表示に必要な文字や記号のフォントデータ、イメージ
データが蓄えられており、ＣＰＵ１０１によって実行されるプログラムに従って、必要な
文字や記号のフォントデータやイメージが読み出されて、ビデオＲＡＭ９の任意のアドレ
スに転送される。そして、ビデオＲＡＭ９に蓄えられた情報は、ディスプレイコントロー

10

20

30

40

50

(6) JP 3627770 B2 2005.3.9



ラ１０を介して、重畳表示処理回路５に供給されることによって、ビデオＲＡＭ９のイメ
ージデータがビデオ信号と合成され、ＬＣＤ６の画面に適宜の時間にわたって表示される
ことになる。
【００３３】
また、この携帯用テレビ受信機においては、図１に示したように入力端子ＤＴとＩ／Ｏポ
ート１１２を介して、外部装置からのデータを制御回路１００が取得することができるよ
うにしている。また、Ｉ／Ｏポート１１６を介してリモコン信号送信部１１が、システム
バス１０２に接続され、インターフェース１１７を介してＬＣＤ６の画像の表示面に貼付
されたタッチセンサシート１２がシステムバス１０２に接続されている。
【００３４】
さらに、インターフェース１１８を介して、ボタンスイッチＲＭ、ＦＮＣ、ＰＷがシステ
ムバス１０２に接続される。また、Ｉ／Ｏポート１１９を介して電源回路１４がシステム
バス１０２に接続されている。
【００３５】
リモコン信号送信部１１は、制御回路１００からの指示情報に応じて、離れた場所にある
電子機器を遠隔操作するための、例えば赤外線のリモコン信号を送信する。これにより、
例えば、ＶＴＲ、テレビ受信機、ビデオカメラなど、リモコン信号の受信部などを備え、
遠隔制御が可能なようにされている各種の電子機器を遠隔操作することができるようにし
ている。すなわち、この携帯用テレビ受信機は、各種電子機器を遠隔操作する機能を備え
たものである。
【００３６】
タッチセンサシート１２は、前述したようにＬＣＤ６に貼付されたものである。そして、
タッチセンサシート１２は、ユーザがＬＣＤ６の表示面上を、例えば指先などで触れるこ
とにより、その接触位置を検知して、この接触位置を示す位置情報をインターフェース１
１７を介して制御回路１００に通知する。
【００３７】
制御回路１００は、タッチセンサシート１２から位置情報が通知されると、その位置情報
の示すＬＣＤ６の表示面上の位置に表示されている表示情報に応じた処理を実行させるこ
とができる。このようにタッチセンサシート１２は、ＬＣＤ６に表示された文字や図形な
どの表示情報とともに、いわゆる操作キーとしての機能を有する。
【００３８】
すなわち、詳しくは後述するが、この携帯用テレビ受信機においては、図３Ａに示す用に
ＬＣＤ６の表示画面の下側部分の領域に、リモコン信号送信部１１からのリモコン信号に
よって遠隔操作する電子機器を選択するための初期メニューパネル６１や、図３Ｂに示す
ように、遠隔操作の対象とされた電子機器を遠隔操作するための遠隔操作用ファンクショ
ンパネル６２などのタッチパネルとしての画像を表示することができるようにされている
。
【００３９】
そして、前述したように、初期メニューパネル６１や遠隔操作用ファンクションパネル６
２などのタッチパネルとしての画像とタッチセンサシート１２とにより、いわゆる操作キ
ーを形成し、ユーザは、初期メニューパネル６１や遠隔操作用ファンクションパネル６２
が表示されたＬＣＤ６の表示領域を指などで触れることにより、遠隔操作する電子機器の
選択指示や、遠隔操作のための指示などを、この携帯用テレビ受信機に与えることができ
るようにされている。
【００４０】
なお、図３Ｂに示した遠隔操作用ファンクションパネル６２は、ＶＴＲ用のものであり、
この携帯用テレビ受信機においては、初期メニューパネル６１の選択操作に応じて、選択
された電子機器に対する遠隔操作用ファンクションパネルが表示される。
【００４１】
また、この携帯用テレビ受信機においては、電源スイッチＰＷ、遠隔操作モードスイッチ
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ＲＭ、ファンクションモードスイッチＦＮＣが、インターフェース１１８を介して、シス
テムバス１０２に接続されている。これら各スイッチＰＷ、ＲＭ、ＦＮＣがユーザにより
押されると、その操作に応じた信号がインターフェース１１８を介してシステムバス１０
２に供給される。この場合、電源スイッチＰＷは、この携帯用テレビ受信機に対して電源
のオン／オフを行なう場合に用いられる。また、遠隔操作モードスイッチＲＭは、他の電
子機器に対する遠隔操作を行なうモードである遠隔操作モードの実行／終了を指示する場
合に用いられる。ファンクションモードスイッチＦＮＣは、この携帯用テレビ受信機に対
する選局チャンネルの変更情報や、音量、音質、画質などの調整情報を入力するモードで
ある、自機操作用のファンクションモードの実行／終了を指示する場合に用いられる。
【００４２】
そして、制御回路１００は、各スイッチＰＷ、ＲＭ、ＦＮＣからインターフェース１１８
を介して制御信号の供給を受けると、その信号に応じて、電源のオン／オフ制御や、遠隔
操作モード、ファンクションモードの切り換え制御を行なう。
【００４３】
また、制御回路１００は、電源回路１４に対しては、Ｉ／Ｏポート１１９を介して電源の
オン・オフを制御する制御信号を供給する。
【００４４】
電源回路１４は、制御回路１００からの電源をオンにする制御信号を受けたときには、電
池からの電源電圧の供給を受けて、この携帯用テレビ受信機の各部に供給する安定化電源
電圧を形成し、これを各部に供給する。このとき、電源電圧は、ＬＥＤ（発光ダイオード
）１５にも供給され、ＬＥＤ１５が点灯することにより、この携帯用テレビ受信機に電源
が投入されたことを通知する。
【００４５】
また、電源回路１４は、制御回路１００から電源をオフにする制御信号の供給を受けたと
きには、この携帯用テレビ受信機の各部への安定化電源電圧の供給を停止する。したがっ
て、ＬＥＤ１５も消灯される。
【００４６】
そして、この携帯用テレビ受信機の場合、図２に示すように、筐体の画面６が設けられる
前面側の右上に設けられた電源スイッチＰＷが押され、電源をオンにするように操作され
ると、前述したように制御回路１００は、電源回路１４を制御して、各部に電源電圧を供
給するように制御する。そして、制御回路１００は、ＳＲＡＭ１０５から前回の視聴終了
時に選択されていたチャンネル情報や、音量、音質、画質などの設定情報、いわゆるラス
トメモリ情報を読み出して、これらの情報を関係する各部に供給する。
【００４７】
これにより、チューナ部２において、前回の視聴終了時と同じチャンネルが選局され、中
間周波増幅および検波回路３でビデオ信号とオーディオ信号が復調される。復調されたビ
デオ信号は、スイッチ回路ＳＷ１、映像信号処理回路４、重畳信号処理回路５を介して、
ＬＣＤ６に供給され、図２に示すように、選局されたテレビ放送番組の画像がＬＣＤ６に
表示される。
【００４８】
また、復調されたオーディオ信号は、スイッチ回路ＳＷ２、オーディオ信号処理回路７を
介して、スピーカ８に供給されて、選局されたテレビ放送番組の音声がスピーカ８から放
音される。
【００４９】
そして、前述したように、この携帯用テレビ受信機は、リモコン信号送信部１１を備えて
おり、このリモコン信号送信部１１から送信されるリモコン信号が届く範囲内にあるテレ
ビ受信機やＶＴＲなどの各種の電子機器を遠隔操作する機能を有している。
【００５０】
すなわち、この携帯用テレビ受信機に電源が投入された状態のときに、図２に示したよう
に、この携帯用テレビ受信機の前面左下に設けられた遠隔操作モードスイッチＲＭがオン
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にされると、制御回路１００は、この携帯用テレビ受信機を遠隔操作モードにする。
【００５１】
この場合、制御回路１００は、まずＲＯＭ１０３に記憶されている初期メニューパネル６
１を形成するキャラクタ情報やフォントデータなどを読み出して、図３Ａに示すように、
遠隔操作の対象となる電子機器を選択するための初期メニューパネル６１をビデオＲＡＭ
９に形成する。そして、制御回路１００は、ディスプレイコントローラ１０、重畳表示処
理回路５を制御して、ビデオＲＡＭ９に形成した初期メニューパネル６１を、表示画像に
重畳させて、ＬＣＤ６の表示画面の下側部分の領域に表示するようにする。
【００５２】
この携帯用テレビ受信機においては、図３Ａに示すように、初期メニューパネル６１によ
り遠隔操作の対象となる電子機器としてＴＶ（テレビ受信機）、ＶＴＲ（ビデオテープレ
コーダ）、ＬＤ（レーザディスクプレーヤ）、ＣＤ（コンパクトディスクプレーヤ）、Ａ
ＭＰ（オーディオアンプ）、ＶＩＤＥＯ　ＣＡＭＥＲＡ（ビデオカメラ）などの電子機器
を選択することができるとともに、編集（ビデオ編集）を選んだ場合には、２台のＶＴＲ
を遠隔制御して、ビデオ編集処理ができるようにされている。このビデオ編集処理につい
ての詳細は後述する。
【００５３】
そして、制御回路１００は、初期メニューパネル６１のＴＶ、ＶＴＲ、ＬＤなどの個々の
表示情報と、それら表示情報が表示された表示領域の位置や大きさを関連付けて管理して
いる。この場合、個々の表示情報が表示された表示領域は、図３Ａの初期メニューパネル
６１に示すように、ＴＶ、ＶＴＲ、ＬＤなどの各表示情報を個々に囲む四角枠内側の領域
である。
【００５４】
そして、ユーザが、ＬＣＤ６に表示された初期メニューパネル６１上に指などを接触させ
ると、タッチセンサシート１２から、その接触位置を示す位置情報が制御回路１００に供
給される。制御回路１００は、供給された位置情報が示す表示領域内に表示されている表
示情報は何かを判別することにより、ユーザにより指示された電子機器を判定する。
【００５５】
このように、タッチセンサシート１２とともに、ユーザからの指示情報の入力を可能にす
るＴＶ、ＶＴＲ、ＬＤなどの表示情報を、以下の説明においては、ボタンアイコンという
。
【００５６】
そして、上述のようにして、例えばＶＴＲが遠隔操作する電子機器として選択された場合
には、制御回路１００は、図３Ｂに示したＶＴＲ用の遠隔操作用ファンクションパネル６
２を表示画像に重畳させてＬＣＤ６の表示画面の下側部分の領域に表示する。この遠隔操
作用ファンクションパネル６２もまた、前述の初期メニューパネル６１と同様に、制御回
路１００の制御によって、ＲＯＭ１０３に記憶された遠隔操作用ファンクションパネル６
２を形成するキャラクタ情報などが用いられてビデオＲＡＭ９に形成され、ディスプレイ
コントローラ１０、重畳処理回路５を介して、ＬＣＤ６に表示される。
【００５７】
この場合ユーザは、遠隔制御用ファンクションパネル６２のボタンアイコンであるＲＥＣ
　ＳＴＡＲＴ（録画開始）、ＲＥＣ　ＳＴＯＰ（録画停止）、ＲＥＷ（巻き戻し）、ＰＬ
ＡＹ（再生）、ＦＦ（早送り）、ＳＴＯＰ（停止）、ＯＮ／ＯＦＦ（電源スイッチ）を操
作することによって、ＶＴＲを遠隔操作することができる。すなわち、ユーザが、ＬＣＤ
６に表示された遠隔制御用ファンクションパネル６２のボタンアイコンに触れると、制御
回路１００は、ＬＣＤ６に貼付されたタッチセンサシート１２からの接触位置を示す情報
の供給を受けて、ユーザにより操作されたボタンアイコンは何かを検知する。
【００５８】
そして、制御回路１００は、検知したボタンアイコンに応じてリモコン信号送信部１１を
制御して、遠隔操作するＶＴＲに対して目的とする処理を行なわせるための、例えば赤外
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線のリモコン信号を送信する。
【００５９】
そして、このリモコン信号を受信したＶＴＲでは、このリモコン信号に応じて電源のオン
／オフや録画の開始、終了、ビデオテープの再生、巻き戻し、早送り、それらの停止など
の処理を実行する。
【００６０】
また、初期メニューパネル６１において、例えばＴＶ（テレビ受信機）を遠隔操作する電
子機器として選択した場合には、当該テレビ受信機に対して、電源のオン／オフを行なう
ためのボタンアイコン、選局チャンネルを変更するためのチャンネルアップボタンアイコ
ン、ダウンボタンアイコン、音量アップボタンアイコン、ダウンボタンアイコンなどのボ
タンアイコンからなる遠隔操作用ファンクションパネルを表示する。同様に、初期メニュ
ーパネル６１において、ＬＤ（レーザディスクプレーヤ）、ＣＤ（コンパクトディスクプ
レーヤ）、ＡＭＰ（オーディオアンプ）、ＶＩＤＥＯ　ＣＡＭＥＲＡ（ビデオカメラ）な
どの電子機器を選択した場合には、制御回路１００は、選択された電子機器を遠隔操作す
るためのボタンアイコンからなる遠隔操作用ファンクションパネルを表示し、各電子機器
に対する遠隔操作を可能にする。
【００６１】
遠隔操作を終わる場合には、遠隔操作モードスイッチＲＭを再度押すことにより、遠隔操
作モードを終了させるように指示する信号がインターフェース１１８を介して制御回路１
００に供給される。そして、制御回路１００は、ＬＣＤ６に表示した初期メニューパネル
６１、または、遠隔操作する電子機器に応じた遠隔操作用ファンクションパネルの表示を
終了させるなどの処理を行なって、遠隔操作モードを終了させる。
【００６２】
また、この携帯用テレビ受信機に電源が投入された状態のときに、図２に示したように、
遠隔操作モードスイッチＲＭの右側に設けられたファンクションモードスイッチＦＮＣが
オンにされると、制御回路１００は、この携帯用テレビ受信機を自機操作用のファンクシ
ョンモードにする。
【００６３】
すなわち、この場合には、制御回路１００は、前述の図３Ａ、Ｂに示したボタンアイコン
と同様にして、この携帯用テレビ受信機に対して選局チャンネルのアップダウンや、音量
のアップダウン、音質の調整や画質の調整を行なうためのボタンアイコンからなるタッチ
パネルを表示する。ユーザは、表示されたタッチパネルのボタンアイコンを操作すること
で、この携帯用テレビ受信機自体の選局チャンネル変更、音量、音質、画質の調整を行な
うことができる。
【００６４】
また、この自機操作用のファンクションモードを終了させる場合には、オンにしたファン
クションモードスイッチＦＮＣを再度押すことにより、自機操作用のファンクションモー
ドをオフにする信号が制御回路１００に供給される。そして、制御回路１００は、表示さ
れているタッチパネルを消去するなどの処理を行なって、自機操作用のファンクションモ
ードを終了させる。
【００６５】
次に、制御回路１００の動作について、遠隔操作モード時の動作を中心に、図４のフロー
チャートを参照しながら説明する。
【００６６】
制御回路１００は、ボタンスイッチＰＷが操作されるか、あるいは、ボタンスイッチＰＷ
が押され、電源が投入された後に、ボタンスイッチＲＭ、ＦＮＣのいずれかが操作され、
Ｉ／Ｆ１１８からの信号の供給を受けると、図４に示す処理ルーチンを起動する。そして
、供給された信号は、ボタンスイッチＲＭが押されることにより発生し、この携帯用テレ
ビ受信機を遠隔操作モードにする信号か否かを判断する（ステップ２０１）。ステップ２
０１の判断処理において、遠隔操作モードをオンにする信号でないと判断したときには、
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供給された信号に応じた処理を行ない（ステップ２０２）、このルーチンを終了する。
【００６７】
ステップ２０１の判断処理において、遠隔操作モードをオンにする信号が供給されたと判
断したときには、制御回路１００は、図３Ａに示したように、遠隔操作の対象となる電子
機器を選択するための初期メニューパネル６１をＬＣＤ６の表示画面の下側部分の領域に
表示する（ステップ２０３）。
【００６８】
次に、制御回路１００は、ユーザにより、タッチセンサシート１２が貼付されたＬＣＤ６
の表示画面に指などを接触させるなどするボタンアイコンの選択操作がされたか否かを判
断する（ステップ２０４）。ステップ２０４の判断処理において、選択操作がされていな
いと判断したときには、ボタンスイッチＲＭが再度押されることにより遠隔操作モードが
オフにされたか否かを判断する（ステップ２０５）。
【００６９】
ステップ２０５の判断処理において、遠隔操作モードがオフにされていないと判断したと
きには、ステップ２０４からの処理を繰り返す。また、ステップ２０５の判断処理におい
て、遠隔操作モードがオフにされたと判断したときには、現在表示中の遠隔操作の対象と
なる電子機器を選択するための初期メニューパネル６１を消去して、通常の画像表示に戻
し（ステップ２０６）、このルーチンを終了する。
【００７０】
ステップ２０４の判断処理において、タッチセンサシート１２に対して操作がされたと判
断したときには、操作されたボタンアイコンを判別して、選択された電子機器を遠隔操作
するための、例えば、図３Ｂに示したような遠隔操作用ファンクションパネルを表示する
（ステップ２０７）。そして、リモコン信号送信部１１を動作可能な状態にする（ステッ
プ２０８）。このステップ２０８の処理は、ユーザの操作に応じて、遅れることなくリモ
コン信号を生成／送信することができるようにするための処理であり、リモコン信号の送
信機部分の立ち上げ処理である。
【００７１】
そして、次に制御回路１００は、ステップ２０４の判断処理と同様に、ボタンアイコンの
選択操作がされたか否かを判断する（ステップ２０９）。
【００７２】
ステップ２０９の判断処理において、ボタンアイコンの選択操作がされたと判断したとき
には、制御回路１００は、リモコン信号送信部１１を制御して、選択されたボタンアイコ
ンに応じたリモコン信号を生成し、送信する（ステップ２１０）。
【００７３】
そして、制御回路１００は、ステップ２０５の判断処理と同様に遠隔操作モードがオフに
されたか否かを判断し（ステップ２１１）、オフにされていないと判断したときには、ス
テップ２０９からの処理を繰り返す。また、ステップ２１１の判断処理において、遠隔操
作モードがオフにされたと判断したときには、現在表示されている遠隔操作用ファンクシ
ョンパネルを消去して、通常の画像の表示に戻し（ステップ２１２）、このルーチンを終
了する。
【００７４】
また、ステップ２０９の判断処理において、タッチセンサシート１２に対し、ボタンアイ
コンの選択操作がされていないと判断したときには、ステップ２１１からの処理を行なう
。
【００７５】
このように、この携帯用テレビ受信機は、テレビ放送番組などの画像と音声を提供するこ
とができるとともに、テレビ受信機、ＶＴＲ、レーザディスクプレーヤ、コンパクトディ
スクプレーヤ、オーディオアンプなどの各種の電子機器を、この携帯用テレビ受信機１台
で遠隔操作することができる。
【００７６】
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また、ユーザからの指示情報の入力は、ＬＣＤ６に貼付されたタッチセンサシート１２と
、ＬＣＤ６に表示されるボタンアイコンにより行なうことができるようにされている。各
遠隔操作したい電子機器に応じて、必要となるボタンアイコンを表示させて、ユーザから
の指示情報の入力を受けるようにすることができ、ボタンアイコンの表示により操作ボタ
ン名などが表示されるため、操作を誤ることなく、簡単にすることができる。また、遠隔
操作などのための機械的なボタンスイッチを数多く設けることもないため、携帯用テレビ
受信機が大きくなることもない。
【００７７】
［ビデオ編集を行なう場合の例］
次に、前述した携帯用テレビ受信機を用いて、２台のＶＴＲを遠隔操作して、ビデオ編集
を行なう場合の例について説明する。図５は、ビデオテープレコーダＶＴＲ１を録画側の
ビデオテープレコーダ、ビデオテープレコーダＶＴＲ２を再生側のビデオテープレコーダ
とし、前述した携帯用テレビ受信機をＶＴＲ１、ＶＴＲ２を遠隔操作する携帯用テレビ受
信機ＴＶ１として構築したビデオ簡易自動編集システムを説明するための図である。なお
、以下においては、ビデオテープレコーダＶＴＲ１をＶＴＲ１と、ビデオテープレコーダ
ＶＴＲ２をＶＴＲ２と、携帯用テレビ受信機ＴＶ１をＴＶ１と略称する。
【００７８】
この場合、ＶＴＲ１と、ＶＴＲ２は、異なるリモートコントロールプロトコルで動作する
。これらのリモートコントロールプロトコルは、携帯用テレビ受信機ＴＶ１の例えばＳＲ
ＡＭ１０５に登録されている。このため、携帯用テレビ受信機ＴＶ１は、ＶＴＲ１、ＶＴ
Ｒ２の両方に対して、遠隔制御を行なうことができる。
【００７９】
図５に示すように、ＶＴＲ１とＶＴＲ２は、ケーブルＶ、ＡＬ、ＡＲにより接続されてい
る。ケーブルＶは、ビデオ信号を伝送し、ケーブルＡＬ、ＡＲはオーディオ信号を伝送す
る。この例の場合、ＶＴＲ２からＶＴＲ１にビデオ信号とオーディオ信号を供給するよう
に接続されている。
【００８０】
また、ＶＴＲ２とＴＶ１もケーブルＶ、ＡＬ、ＡＲにより接続されている。そして、ＴＶ
１は、ＶＴＲ２からビデオ信号とオーディオ信号の供給を受けて、画像と音声を再生する
。すなわち、ＴＶ１は、ＶＴＲ２のモニタ装置としても用いられる。また、ＶＴＲ２とＴ
Ｖ１は、ケーブルＤＡＴＡによっても接続されている。ケーブルＤＡＴＡは、データを伝
送するケーブルであり、この例の場合には、ＶＴＲ２のテープカウンタのデータであるテ
ープカウント値を、ＴＶ１に供給する。
【００８１】
そして、ユーザは、いわゆるマスターテープとなるビデオテープをＶＴＲ２にセットし、
編集した画像、音声を記録するスレーブビデオテープをＶＴＲ１にセットする。次にユー
ザは、ＴＶ１の前述したような遠隔操作機能を用いてＶＴＲ２を遠隔操作して、ＶＴＲ２
にセットしたタイマービデオテープの再生、巻き戻し、早送りを実行し、ＴＶ１によって
ＶＴＲ２からの画像と音声をモニタしながらＶＴＲ１のビデオテープに記録するシーン、
すなわち目的とするシーンの開始の位置を探し出す。このとき、ＴＶ１は、目的とするシ
ーンの始まりの位置を示すテープカウント値をケーブルＤＡＴＡを介して取得する。ＴＶ
１が取得したテープカウント値は、ＴＶ１のＤＲＡＭ１０４に記憶する。同様にして、目
的とするシーンの終了位置を探し出し、その位置のテープカウント値をＴＶ１のＤＲＡＭ
１０４に記憶する。
【００８２】
そして、ＴＶ１は、ＤＲＡＭ１０４に記憶した目的とするシーンの開始位置、終了位置を
示すテープカウント値に基づいて、ＶＴＲ２、ＶＴＲ１を制御して、目的とするシーンの
ビデオ信号とオーディオ信号をＶＴＲ２からＶＴＲ１に供給し、ＶＴＲ１は、これを記録
する。これを繰り返すことにより、ＶＴＲ２にセットされたマスターテープから必要なシ
ーンだけがＶＴＲ１のスレーブテープに記録される。

10

20

30

40

50

(12) JP 3627770 B2 2005.3.9



【００８３】
このように、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２、ＴＶ１によって形成されたこのビデオ簡易自動編集シ
ステムの処理について、図６、図７のフローチャートを用いてさらに説明する。
【００８４】
図６、図７に示す編集モードルーチンは、前述したように、携帯用テレビ受信機ＴＶ１の
遠隔操作モードスイッチＲＭが押された場合に、ＴＶ１のＬＣＤ６に表示される図３Ａに
示した初期メニューパネル６１の中から、“編集”ボタンアイコンを選択した場合に、Ｔ
Ｖ１の制御回路１００において起動されて実行される。
【００８５】
この編集モードルーチンがＴＶ１の制御回路１００で起動されると、まず制御回路１００
は、ＴＶ１の各部を制御して、ＶＴＲ２にセットされたマスターテープから、目的とする
シーンの開始の位置であるスタートポイントを設定するようにユーザを促すメッセージを
、画像や音声により提供する。そして、このとき、図５に示すように、ＴＶ１のＬＣＤ６
にＶＴＲ２を遠隔制御するための遠隔操作用ファンクションパネル６３を表示する（ステ
ップ３０１）。
【００８６】
そして、ユーザが表示された遠隔操作用ファンクションパネル６３のうち、ＲＥＷ（巻き
戻し）、ＰＬＡＹ（再生）、ＦＦ（早送り）、ＳＴＯＰ（停止）の各ボタンアイコンを操
作すると、ＴＶ１の制御回路１００は、リモコン信号送信部１１を制御して、ＶＴＲ２に
対して、ビデオテープの走行制御を行なうリモコン信号を送信する（ステップ３０２）。
これにより、ＶＴＲ２は、ＴＶ１からのリモコン信号に応じてビデオテープの走行制御が
されて、スタートポイントが検索される。このとき、ＶＴＲ２からのビデオ信号とオーデ
ィオ信号は、ＴＶ１に供給されて、ＴＶ１により、ユーザは、これらをモニタしながらス
タートポイントを検索することができる。
【００８７】
次に、ＴＶ１の制御回路１００は、ＳＥＴボタンアイコン（確定ボタンアイコン）が選択
されたか否かを判断する（ステップ３０３）。ＳＥＴボタンアイコンは、目的とするシー
ンの開始位置、終了位置を示すテープカウント値をＴＶ１に設定する場合に用いられる。
ステップ３０３の判断処理において、ＳＥＴボタンアイコンが選択されていないと判断し
たときには、まだスタートポイント検索中であると判断し、ステップ３０２からの処理を
繰り返す。
【００８８】
ステップ３０３の判断処理において、ＳＥＴボタンアイコンが選択されたと判断したとき
には、制御回路１００は、スタートポイントが検出されたと判断し、ＳＥＴボタンアイコ
ンが選択された時点にケーブルＤＡＴＡを介してＶＴＲ２から供給されたテープカウント
値を取得して、これをＤＲＡＭ１０４に保存する（ステップ３０４）。
【００８９】
次に、制御回路１００は、ＴＶ１の各部を制御して、ＶＴＲ２にセットされたマスターテ
ープから、目的とするシーンの終了位置であるエンドポイントを設定するようにユーザを
促すメッセージを、画像や音声により提供する（ステップ３０５）。そして、ステップ３
０２と同様に、ユーザにより、ＴＶ１のＬＣＤ６に表示された遠隔操作用ファンクション
パネルの、ＲＥＷ（巻き戻し）、ＰＬＡＹ（再生）、ＦＦ（早送り）、ＳＴＯＰ（停止）
のボタンアイコンが操作されると、制御回路１００は、リモコン信号送信部１１を制御し
て、ＶＴＲ２に対して、リモコン信号を送信する。これにより、ＶＴＲ２は、ビデオテー
プの走行制御がされて、エンドポイントが検索される（ステップ３０６）。
【００９０】
このとき、ＶＴＲ２からのビデオ信号とオーディオ信号は、ＴＶ１に供給されるので、ス
タートポイントの検索時と同様に、ユーザは、ＴＶ１により、それらをモニタしながらエ
ンドポイントを検索することができる。
【００９１】
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そして、ＴＶ１の制御回路１００は、ＳＥＴボタンアイコンが選択されたか否かを判断し
（ステップ３０７）、ＳＥＴボタンアイコンが選択されていないと判断したときには、エ
ンドポイント検索中であると判断して、ステップ３０６からの処理を繰り返す。
【００９２】
ステップ３０７の判断処理において、ＳＥＴボタンアイコンが選択されたと判断したとき
には、エンドポイントが検出されたと判断し、ＴＶ１の制御回路１００は、ＳＥＴボタン
アイコンが選択された時点にケーブルＤＡＴＡを介してＶＴＲ２から供給されたテープカ
ウント値を取得して、ＤＲＡＭ１０４に保存する（ステップ３０８）。
【００９３】
そして、スタートポイントとエンドポイントが保持されると、ＴＶ１の制御回路１００は
、目的とするシーンをＶＴＲ１のビデオテープに記録するようにする処理を開始させるた
めのＲＥＣ　ＳＴＡＲＴ（録画開始）ボタンアイコンが選択されたか否かを監視する（ス
テップ３０９）。
【００９４】
ステップ３０９の判断処理において、ＲＥＣ　ＳＴＡＲＴボタンアイコンが選択されたと
判断したときには、ＴＶ１の制御回路１００は、ＶＴＲ２に対してリモコン信号を送信し
、ビデオテープを走行制御して、ＶＴＲ２のビデオテープをスタートポイント位置で停止
させる（ステップ３１０）。
【００９５】
すなわち、ＴＶ１の制御回路１００は、ＶＴＲ２にリモコン信号を送信し、ＶＴＲ２のテ
ープ走行制御を行なう。このとき、ＴＶ１の制御回路１００は、ケーブルＤＡＴＡを介し
て供給されるＶＴＲ２からのテープカウント値を監視し、制御回路１００が保持している
スタートポイントを示すテープカウント値と一致したところで、ＶＴＲ２のテープ走行を
停止させ、目的とするシーンの開始位置から再生できるようにする。
【００９６】
そして、ＴＶ１の制御回路１００は、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２双方のビデオテープ走行の同期
を取るようにして、ＶＴＲ１を録画開始、ＶＴＲ２を再生開始にするように、ＶＴＲ１、
ＶＴＲ２にリモコン信号を送信し（ステップ３１１）、ＶＴＲ２のマスターテープからＶ
ＴＲ１のスレーブビデオテープに目的とするシーンを録画する。
【００９７】
そして、ＴＶ１の制御回路１００は、ＶＴＲ２からケーブルＤＡＴＡを介して提供される
テープカウント値を監視し、当該テープカウント値と、保持しているエンドポイントを示
すテープカウント値とが一致したか否かを判断する（ステップ３１２）。
【００９８】
ステップ３１２の判断処理において、ＶＴＲ２からのテープカウント値と、保持している
エンドポイントを示すテープカウント値とが一致するまで、ＶＴＲ２のマスターテープか
らのビデオ信号とオーディオ信号がＶＴＲ１のスレーブビデオテープに記録される。そし
て、ステップ３１２の判断処理において、テープカウント値がエンドポイントになったと
判断したときには、ＴＶ１の制御回路１００は、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２を停止させるリモコ
ン信号をリモコン信号送信部１１から送信させ、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２を停止させて、この
編集モードルーチンを終了する（ステップ３１３）。
【００９９】
このように、この携帯用テレビ受信機は、編集モードを選択することにより、２台のＶＴ
Ｒを遠隔操作するようにして、ユーザが目的とするシーンだけを抜き出したり、繋ぎ合わ
せたりする編集処理を行なうことができる。
【０１００】
なお、このビデオ簡易自動編集システムの場合、例えばリモートコントロールプロトコル
が同じＶＴＲを２台用いる場合には、例えば、ＶＴＲ１とＶＴＲ２とを区別するために、
識別コードをＴＶ１から送信されるリモコン信号に付加するようにする。各ＶＴＲでは、
リモコン信号に付加された識別コードを判別するようにすることにより、自己のＶＴＲに
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対するリモコン信号であるかどうかを判別し、自己へのリモコン信号のみを取り込むよう
にする。
【０１０１】
また、前述したように、このビデオ簡易自動編集システムにおいては、ＴＶ１により、Ｖ
ＴＲ２からの画像と音声をモニタしながら、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２の両方を遠隔操作できる
ため、簡単かつ正確にビデオ編集を行なうことができる。また、大きな画面を有するモニ
タ装置がない場所でもビデオ編集処理を行なうことができる。
【０１０２】
また、前述の例においては、テープカウント値を用いてビデオ編集処理を行なうようにし
たが、ＴＶ１により画像と音声をモニタしながらユーザのマニュアル操作により、ビデオ
編集処理を行なうようにすることもできる。
【０１０３】
［ビデオカメラの遠隔制御の例］
次に、前述した携帯用テレビ受信機を用いて、ビデオカメラを遠隔制御する場合の例につ
いて説明する。
【０１０４】
この例の場合には、図８に示すように、遠隔制御の対象となるビデオカメラＣＭＡ１にト
ランスミッターを取り付けて、ビデオカメラＣＭＡ１で捕えた画像と音声をテレビジョン
信号 として送信できるようにしておく。この場合、ビデオ
カメラＣＡＭ１が捕えた画像と音声は、ビデオ撮影時の画像だけでなく、いわゆるビデオ
撮影がいつでもできるスタンバイ状態のときにも、捕えている画像と音声を、テレビジョ
ン信号として送信するようにする。
【０１０５】
そして、この携帯用テレビ受信機ＴＶ２は、前述した携帯用テレビ受信機と同様のもので
あり、前述した初期メニューパネル６１の中から、ビデオカメラに対応するボタンアイコ
ン（ＶＩＤＥＯ　ＣＡＭＥＲＡ）が選択されると、空きチャンネルを用いて、ビデオカメ
ラＣＭＡ１からのテレビジョン信号を受信選局するように構成されている。以下において
は、携帯用テレビ受信機ＴＶ２は、ＴＶ２と略称する。
【０１０６】
これによって、ビデオカメラＣＭＡ１によって捕えられている画像がＴＶ２のＬＣＤ６に
映出される。また、ビデオカメラＣＭＡ１のマイクロフォンによって収音された音声が、
ＴＶ２のスピーカ８から放音される。
【０１０７】
そして、この場合、図８に示すように、ＴＶ２の表示画面には、ビデオカメラＣＭＡ１を
遠隔制御するための遠隔操作用ファンクションパネル６４が表示される。そして、ビデオ
カメラＣＭＡ１からテレビジョン信号として送信されてくる画像と音声を、ＴＶ２で視聴
しながら、遠隔操作用ファンクションパネル６４のボタンアイコンを操作することにより
、ビデオカメラＣＭＡ１を遠隔制御することができる。
【０１０８】
この場合、遠隔操作用ファンクションパネルのボタンアイコンＲＥＣ　ＳＴＡＲＴ（録画
開始）、ＲＥＣ　ＳＴＯＰ（録画停止）、ＺＯＯＭ＋（ズームアップ）、ＺＯＯＭ－（ズ
ームダウン）、ＲＥＷ（巻き戻し）、ＰＬＡＹ（再生）、ＦＦ（早送り）、ＳＴＯＰ（停
止）を操作することによって、ビデオカメラＣＡＭ１に対して録画の開始と停止、捕えて
いる画像のの拡大と縮小、ビデオテープの巻き戻し、再生、早送り、それらの停止などの
処理を遠隔操作によって行なわせることができる。
【０１０９】
このように、この携帯用テレビ受信機ＴＶ２は、ビデオカメラＣＭＡ１のトランスミッタ
ーが送信するテレビジョン信号を受信し、離れた位置からでもビデオカメラＣＭＡ１が捕
えている画像を確認できる。そして、ユーザは、その画像を確認しながら、ズームなどを
調整したり録画をスタートさせたり、停止させたりする遠隔制御を行なうことができる。
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【０１１０】
このように、この携帯用テレビ受信機は、ビデオ簡易自動編集システムやビデオカメラで
捕えている画像、音声をモニタしながらのビデオカメラの遠隔制御など、様々な態様で、
各種の電子機器を遠隔操作できる。
【０１１１】
また前述した携帯用テレビ受信機は、ＬＣＤ６にタッチセンサシート１２を貼付し、この
タッチセンサシート１２と、ＬＣＤ６に表示されるボタンアイコンとにより、ユーザから
の情報の入力を受け付ける入力手段を形成していたが、タッチセンサシートを用いないよ
うにすることもできる。
【０１１２】
すなわち、図９に示すように、タッチセンサシートに変えて、複数のキー２０を携帯用テ
レビ受信機の に設ける。そして、図９に示すように、ＬＣＤ６に、複数のキー
２０の配列に対応する操作キー名の表示などを行なう。
【０１１３】
この場合、表示された操作キー名の表示は、ボタンアイコンとしてではなく、いわゆるガ
イダンスの役割を果たすものである。そして、ユーザは、表示されたガイダンスのキー操
作名の並びを確認し、対応するキー群２０の１つのキーを操作することによって、タッチ
センサシートを用いた場合と同様に、携帯用テレビ受信機を操作し、活用することができ
る。その他の部分については、前述の図２の携帯用テレビ受信機と同様である。
【０１１４】
そして、この場合、自機を操作するためのファンクションモードにする場合には、キー群
２０のうちの１つを、前述した携帯用テレビ受信機の自機操作用ファンクションモードス
イッチＦＮＣとして用いるようにすることにより、自機操作用のガイダンスを表示するこ
ともできる。また、ガイダンスを表示するまでもなく、遠隔操作モード時以外のときには
、キー群２０を自機操作用として各キーに固定的に実行する処理、例えば、選局チャンネ
ルのアップ／ダウン、音量のアップ／ダウンを割り当てておくようにすることもできる。
【０１１５】
なお、前述の説明においては、この発明を携帯用テレビ受信機に適用した場合として説明
したが、チューナ部や、中間周波および検波回路などがない、単なるモニタ装置に、この
発明を適用することもできる。この場合には、前述のビデオ簡易自動編集システムのモニ
タ装置として活用するなどの場合に有効である。
【０１１６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明による によれば、単なる

や、単なる遠隔操作装置に比べ、その活用範囲が広がり、様々な態様で活用できる
を提供することができる。

【図面の簡単な説明】
【図１】この発明 一実施の形態を説明するためのブロック図であ
る。
【図２】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機の外観の例を示す図で
ある。
【図３】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機に用いられるボタンア
イコンの例について説明するための図である。
【図４】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機においての遠隔操作モ
ード時の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機の利用例を説明するた
めの図である。
【図６】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機の利用例を説明するた
めのフローチャートである。
【図７】図６に続くフローチャートである。
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【図８】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機の他の利用例を説明す
るための図である。
【図９】この発明が適用された一実施の形態の携帯用テレビ受信機の他の例を説明するた
めの図である。
【符号の説明】
１　　　アンテナ
２　　　チューナ部
３　　　中間周波増幅および検波回路
４　　　ビデオ信号処理回路
５　　　重畳表示処理回路
６　　　ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）
７　　　オーディオ信号処理回路
８　　　スピーカ
９　　　ビデオＲＡＭ
１０　　ディスプレイコントローラ
１１　　リモコン信号送信部
１２　　タッチセンサシート
１４　　電源回路
１５　　ＬＥＤ（発光ダイオード）
ＳＷ１、ＳＷ２　スイッチ回路
１０１　ＣＰＵ
１０２　システムバス
１０３　ＲＯＭ
１０４　ＤＲＡＭ
１０５　ＳＲＡＭ
１１１～１１６、１１９　Ｉ／Ｏポート
１１７、１１８　インターフェース

10

20

(17) JP 3627770 B2 2005.3.9



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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